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二十四 第６５条の５農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除�関係

二十五 第６５条の７～第６５条の９特定の資産の買換えの場合等の課税の特例�関係

改 正 後

（農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表）

６５の５－２ 措置法規則第２２条の６に規定する書類の内容を一覧表で示すと別

表４のとおりである。

別表４ 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表

改 正 後

（所有期間が１０年を超える土地等についての買換えの適用）

改 正 前

（農地保有の合理化等の証明書の区分一覧表）

６５の５－２ 措置法規則第２２条の６に規定する書類の内容を一覧表で示すと別

表４のとおりである。

別表４ 農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表

改 正 前

（所有期間が１０年を超える土地等についての買換えの適用）

区 分 内 容 発 行 者 根拠条項 備 考

◯４ ………………… �イ ……………
�ロ ……………
Ａ …………
�Ａ ………
……農地
法第３条
第１項第
７号の２
……

�Ｂ ………
Ｂ …………

………… …………

◯７ ………………… …………………
……措置法第５０
条第１項……

………… ………… ………………

区 分 内 容 発 行 者 根拠条項 備 考

◯４ ………………… �イ ……………
�ロ ……………
Ａ …………
�Ａ ………
……農地
法第３条
第１項第
７号の３
……

�Ｂ ………
Ｂ …………

………… …………

◯７ ………………… …………………
……措置法第３０
条の２第１項…
…

………… ………… ………………

９６
―

―



６５の７�１－２２ ……………………………

……………………………

�注 …………………措置法令第３９条の７第３６項各号…………………

（長期先行取得が認められるやむを得ない事情）

６５の７�１－３７ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第２０項…………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�３ ……………………………

（買換取得資産等の取得の日）

６５の７�１－３８ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第３６項各号…………………

（市街地再開発事業の施行に伴う権利変換等により取得した建物等の取得の時

期等）

６５の７�１－４０ …………………同条第１項第４号から第６号まで………………

…同条第７項から第９項まで…………………

�１ ……………………………

�２ …………………措置法第６５条第７項から第９項まで…………………

（差益割合の計算）

６５の７�３－１ ……………………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�３ ……………………………

６５の７�１－２２ ……………………………

……………………………

�注 …………………措置法令第３９条の７第３５項各号…………………

（長期先行取得が認められるやむを得ない事情）

６５の７�１－３７ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第１９項…………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�３ ……………………………

（買換取得資産等の取得の日）

６５の７�１－３８ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第３５項各号…………………

（市街地再開発事業の施行に伴う権利変換等により取得した建物等の取得の時

期等）

６５の７�１－４０ …………………同条第１項第５号又は第６号…………………同

条第７項又は第８項…………………

�１ ……………………………

�２ …………………措置法第６５条第７項又は第８項…………………

（差益割合の計算）

６５の７�３－１ ……………………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�３ ……………………………

９７
―

―



改 正 後

�注 …………………措置法令第３９条の７第３９項…………………同条第３４項…

………………

（事業の用に供しなかった買換資産に係る特別償却等）

６５の７�３－１２ ……………………………

…………………当該買換資産について措置法第４２条の５から第４２条の７まで、

第４２条の９から第４４条の４まで及び第４４条の６から第４８条まで（同法第４６条

及び第４６条の２第１項を除く。）…………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�注１ ……………………………

２ …………………特定優良賃貸住宅…………………特定優良賃貸住宅又

は…………………特定優良賃貸住宅…………………特定優良賃貸住宅…

………………当該特定優良賃貸住宅…………………

（特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用）

６５の７�３－１３ 譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度開始の日前に取得した資産

につき法人が措置法第４２条の５から第４２条の７まで、第４２条の９から第４４条

の４まで、第４４条の６から第４５条の２まで及び第４６条の３から第４８条まで…

………………

（取得指定期間の認定）

６５の７�４－１ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第２０項…………………

改 正 前

�注 …………………措置法令第３９条の７第３８項…………………同条第３３項…

………………

（事業の用に供しなかった買換資産に係る特別償却等）

６５の７�３－１２ ……………………………

…………………当該買換資産について措置法第４２条の５から第４２条の７まで

及び第４２条の９から第４８条まで（同法第４６条及び第４６条の２第１項を除く。）

…………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�注１ ……………………………

２ …………………優良賃貸住宅等…………………優良賃貸住宅又は……

……………優良賃貸住宅等…………………優良賃貸住宅等………………

…当該優良賃貸住宅等…………………

（特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用）

６５の７�３－１３ 譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度開始の日前に取得した資産

につき法人が措置法第４２条の５から第４２条の７まで、第４２条の９から第４５条

の２まで及び第４６条の３から第４８条まで…………………

（取得指定期間の認定）

６５の７�４－１ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第１９項…………………

９８
―

―



二十六 第６５条の１５承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例�関係

（取得指定期間の認定を行う場合のやむを得ない事情）

６５の７�４－２ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第２０項…………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�３ ……………………………

（取得指定期間の再延長）

６５の７�４－３ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第２０項…………………

（法第５０条との選択適用）

６５の７�５－１ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第５５項…………………

改 正 後

第６５条の１５承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合

の課税の特例�関係

（土地の上に存する権利）

６５の１５－１ 措置法第６５条の１５第１項に規定する「土地の上に存する権利」と

は、地上権、永小作権、地役権又は土地の賃借権をいい、租鉱権、採石権等

のように土地に附帯するものであっても土地そのものを利用することを目的

としない権利は含まれないことに留意する。

（取得指定期間の認定を行う場合のやむを得ない事情）

６５の７�４－２ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第１９項…………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�３ ……………………………

（取得指定期間の再延長）

６５の７�４－３ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第１９項…………………

（法第５０条との選択適用）

６５の７�５－１ ……………………………

…………………措置法令第３９条の７第５４項…………………

改 正 前

（新 設）

（新 設）

９９
―

―



改 正 後

（交換に伴い施行区域外用地を取得した場合）

６５の１５－２ 措置法第６５条の１５第１項に規定する認可計画の施行区域（以下

「認可計画施行区域」という。）内の都市計画法第４条第６項に規定する都市

計画施設の用に供される一の土地等（土地又は土地の上に存する権利をいう。

以下同じ。）について独立行政法人都市再生機構との交換により、施行区域

内用地（独立行政法人都市再生機構が認可計画施行区域内に有する独立行政

法人都市再生機構法附則第１２条第３項の用地をいう。以下同じ。）とともに

施行区域外用地（施行区域内用地以外の用地をいう。以下同じ。）を取得し

たときは、当該施行区域外用地の価額に相当する金額は、交換差金に該当す

るものとして措置法第６５条の１５第１項又は第４項の規定を適用する。

この場合において、当該交換について同条第１項又は第４項の規定の適用

を受けるときには、当該施行区域外用地を取得資産として法第５０条第１項若

しくは第５項又は措置法第６５条の９若しくは第６５条の１０の規定の適用を受け

ることはできないのであるから留意する。

（認可計画施行区域内の土地等とそれ以外の資産を交換により譲渡した場合）

６５の１５－３ 認可計画施行区域内と認可計画施行区域外にまたがる一の土地等

について、交換をした場合には、当該交換により譲渡した土地等のうち当該

認可計画施行区域内の土地等に係る部分についてのみ措置法第６５条の１５第１

項又は第４項の規定の適用がある。

この場合において、当該認可計画施行区域内の土地等についてこれらの規

定の適用を受けるときの当該認可計画施行区域外の土地等の交換については、

法第５０条第１項若しくは第５項又は措置法第６５条の９若しくは第６５条の１０の

規定の適用を受けることはできないのであるから留意する。

改 正 前

（新 設）

（新 設）

１００
―

―



（２以上の交換取得資産を取得した場合における圧縮限度額の計算）

６５の１５－４ ２以上の交換取得資産（措置法第６５条の１５第１項に規定する交換

取得資産をいう。以下同じ。）を取得した場合における個々の交換取得資産

に係る同項に規定する圧縮限度額は、交換譲渡資産（同項に規定する交換譲

渡資産をいう。以下同じ。）の譲渡直前の帳簿価額に当該交換取得資産の取

得価額の合計額のうちに占める個々の交換取得資産の取得価額の割合を乗じ

て計算した金額による。

（交換譲渡資産の交換に要した経費）

６５の１５－５ 交換譲渡資産に係る措置法第６５条の１５第２項第３号に規定する

「交換に要した経費」には、交換に当たり支出した当該交換譲渡資産に係る

仲介手数料その他その交換に要した経費の額のほか、土地の交換に関する契

約の一環として、又は当該交換のために当該土地の上に存する建物等につき

取壊し、除去、移転等（以下「取壊し等」という。）をした場合におけるそ

の取壊し等により生じた損失の額（当該取壊し等に伴って生ずる発生資材の

処分価額を除く。）及びその取壊し等に伴い借家人に対して支払った立退料

の額が含まれる。

（２以上の資産の交換をした場合の経費の額の計算）

６５の１５－６ 措置法第６５条の１５第２項第３号の規定により交換譲渡資産の帳簿

価額に加算すべき交換に要した経費の額を計算する場合において、同時に交

換をされた認可計画施行区域内の土地等が２以上あるときは、当該交換に要

した経費の額は、原則として個々の土地等につきその交換に要した経費の額

を区分して計算するのであるが、個々の土地等ごとの区分計算が困難である

ときは、個々の土地等の価額の比等の合理的な基準によりあん分して計算し

た金額によることができる。

（新 設）

（新 設）

（新 設）

１０１
―

―



二十七 第６６条共同で現物出資をした場合の課税の特例�関係

改 正 後

（交換に要する経費の支出が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整）

６５の１５－７ 法人が、交換譲渡資産の交換に要する経費の全部又は一部を当該

交換があった日を含む事業年度後の事業年度（その事業年度が連結事業年度

に該当する場合には、当該連結事業年度）において支出することとなる場合

における措置法第６５条の１５の規定による圧縮記帳の計算については、６４�３－

８の取扱いに準ずるものとする。

�注 ６４�３－８の取扱いに準じて交換譲渡資産の交換に要する経費の額の見積

りをする場合におけるその見積額については、当該交換があった日を含む

事業年度において未払金に計上することができる。

（譲渡対価の額等の計算に誤りがあった場合の損金算入額）

６５の１５－８ 措置法第６５条の１５第１項又は第４項の規定を適用する場合におい

て、圧縮限度額が法人の申告に係る金額と異なることとなったときにおいて

も、交換取得資産に係る損金算入額は、法人が確定申告書等又は同条第６項

に規定する書類に記載した交換取得資産につき損金の額に算入した金額を限

度とすることに留意する。

（不動産売買業者の有する土地等）

６５の１５－９ ６５の７�１－１の取扱いは、措置法第６５条の１５第１項の規定を適用

する場合について準用する。

改 正 後

（特定共同出資により受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等）

改 正 前

（新 設）

（新 設）

（新 設）

改 正 前

（特定共同出資により受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等）

１０２
―

―



二十八 第６６条の４国外関連者との取引に係る課税の特例�関係

６６－７ ……………………………

…………………第６８条の３６まで…………………

改 正 後

（比較対象取引の意義）

６６の４�２－１ ……………………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�３ ……………………………

�４ 措置法令第３９条の１２第８項第２号に掲げる方法 国外関連取引に係る棚

卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、非関連者から購入した者が当該同種

又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引（当該取引と国外関

連取引とにおいて売手の果たす機能その他に差異がある場合には、その差

異により生じる措置法令第３９条の１２第８項第２号に規定する割合の差につ

き必要な調整を加えることができるものに限る。）

�５ 措置法令第３９条の１２第８項第３号に掲げる方法 国外関連取引に係る棚

卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入（非関連者からの購入に限る。）、

製造その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関

連者に対して販売した取引（当該取引と国外関連取引とにおいて売手の果

たす機能その他に差異がある場合には、その差異により生じる措置法令第

３９条の１２第８項第３号に規定する割合の差につき必要な調整を加えること

ができるものに限る。）

（同種又は類似の棚卸資産の意義）

６６の４�２－２ 措置法第６６条の４第２項第１号イに規定する「同種の棚卸資産」

６６－７ ……………………………

…………………第６８条の３６…………………

改 正 前

（比較対象取引の意義）

６６の４�２－１ ……………………………

�１ ……………………………

�２ ……………………………

�３ ……………………………

（同種又は類似の棚卸資産の意義）

６６の４�２－２ 措置法第６６条の４第２項第１号イに規定する「同種の棚卸資産」

１０３
―

―



改 正 後

又は措置法令第３９条の１２第６項、第７項並びに第８項第２号及び第３号に規

定する「同種又は類似の棚卸資産」とは、国外関連取引に係る棚卸資産と性

状、構造、機能等の面において同種又は類似である棚卸資産をいう。

ただし、これらの一部について差異がある場合であっても、その差異が措

置法第６６条の４第２項第１号イに規定する対価の額若しくは同号ロ及びハに

規定する通常の利益率の算定又は措置法令第３９条の１２第８項第２号及び第３

号に規定する割合の算定に影響を与えないと認められるときは、同種又は類

似の棚卸資産として取り扱うことができる。

（利益分割法の意義）

６６の４�４－１ 措置法令第３９条の１２第８項第１号に掲げる方法…………………

措置法令第３９条の１２第８項第１号…………………

第５款 取引単位営業利益法の適用

（準ずる方法の例示）

６６の４�５－１ 措置法令第３９条の１２第８項第４号に規定する「準ずる方法」と

は、例えば、次のような方法がこれに該当する。

�１ 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を用いて製品等の製

造をし、これを非関連者に対して販売した場合において、当該製品等のそ

の非関連者に対する販売価格から次に掲げる金額の合計額を控除した金額

をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法

イ 当該販売価格に措置法令第３９条の１２第８項第２号に規定する比較対象

取引に係る営業利益の額の収入金額に対する割合を乗じて計算した金額

ロ 当該製品等に係る製造原価の額（当該国外関連取引に係る棚卸資産の

改 正 前

又は措置法令第３９条の１２第６項及び第７項に規定する「同種又は類似の棚卸

資産」とは、国外関連取引に係る棚卸資産と性状、構造、機能等の面におい

て同種又は類似である棚卸資産をいう。

ただし、これらの一部について差異がある場合であっても、その差異が措

置法第６６条の４第２項第１号イに規定する対価の額又は同号ロ及びハに規定

する通常の利益率の算定に影響を与えないと認められるときは、同種又は類

似の棚卸資産として取り扱うことができる。

（利益分割法の意義）

６６の４�４－１ 措置法令第３９条の１２第８項に規定する方法…………………措置

法令第３９条の１２第８項…………………

（新 設）

（新 設）

１０４
―

―



対価の額を除く。）

ハ 当該製品等の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

�２ 一方の国外関連者が法人から購入した棚卸資産を他方の国外関連者を通

じて非関連者に対して販売した場合において、当該一方の国外関連者と当

該他方の国外関連者との取引価格を通常の取引価格に引き直した上で、措

置法令第３９条の１２第８項第２号に掲げる算定方法に基づいて計算した金額

をもって当該法人と当該一方の国外関連者との間で行う国外関連取引に係

る対価の額とする方法

�注 この取扱いを適用する場合の「通常の取引価格」は、措置法第６６条の

４第２項各号に掲げる方法に準じて計算する。

第６款 棚卸資産の売買以外の取引における独立企業間価格算定方法の適用

（同等の方法の意義）

６６の４�６－１ ……………………………

（有形資産の貸借の取扱い）

６６の４�６－２ ……………………………

（委託製造先に対する機械設備等の貸与の取扱い）

６６の４�６－３ ……………………………

（金銭の貸付け又は借入れの取扱い）

６６の４�６－４ ……………………………

（役務提供の取扱い）

６６の４�６－５ ……………………………

第５款 棚卸資産の売買以外の取引における独立企業間価格算定方法の適用

（同等の方法の意義）

６６の４�５－１ ……………………………

（有形資産の貸借の取扱い）

６６の４�５－２ ……………………………

（委託製造先に対する機械設備等の貸与の取扱い）

６６の４�５－３ ……………………………

（金銭の貸付け又は借入れの取扱い）

６６の４�５－４ ……………………………

（役務提供の取扱い）

６６の４�５－５ ……………………………

１０５
―

―



改 正 後

（無形資産の使用許諾等の取扱い）

６６の４�６－６ ……………………………

第７款 申告調整等

（独立企業間価格との差額の申告調整）

６６の４�７－１ ……………………………

（独立企業間価格との差額の申告減算）

６６の４�７－２ ……………………………

（高価買入れの場合の取得価額の調整）

６６の４�７－３ ……………………………

第８款 国外移転所得金額の取扱い等

（国外移転所得金額の取扱い）

６６の４�８－１ ……………………………

（国外移転所得金額の返還を受ける場合の取扱い）

６６の４�８－２ ……………………………

改 正 前

（無形資産の使用許諾等の取扱い）

６６の４�５－６ ……………………………

第６款 申告調整等

（独立企業間価格との差額の申告調整）

６６の４�６－１ ……………………………

（独立企業間価格との差額の申告減算）

６６の４�６－２ ……………………………

（高価買入れの場合の取得価額の調整）

６６の４�６－３ ……………………………

第７款 国外移転所得金額の取扱い等

（国外移転所得金額の取扱い）

６６の４�７－１ ……………………………

（国外移転所得金額の返還を受ける場合の取扱い）

６６の４�７－２ ……………………………

１０６
―

―



二十九 第６６条の１１特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例�関係

三十 第６６条の１２及び第６６条の１３欠損金の繰越期間の特例�関係

改 正 後

（中小企業倒産防止共済事業の前払掛金）

６６の１１－３ …………………独立行政法人中小企業基盤整備機構………………

…

改 正 後

（廃 止）

（廃 止）

（廃 止）

（廃 止）

改 正 前

（中小企業倒産防止共済事業の前払掛金）

６６の１１－３ …………………中小企業総合事業団…………………

改 正 前

第６６条の１２及び第６６条の１３欠損金の繰越期間の特例�関係

（設備の廃棄等の範囲）

６６の１２－１ 措置法第６６条の１２第１項に規定する設備の廃棄等には、基本通達

７－７－２による除却損の計上が含まれるものとする。

（総合償却資産の直前の帳簿価額）

６６の１２－２ 法人の有する総合償却資産に係る措置法令第３９条の２３第３項に規

定する「直前の帳簿価額」は、基本通達７－７－３から７－７－４の２まで

により計算した金額による。

（中小企業者であるかどうか等の判定の時期）

６６の１２－３ 法人が、措置法第６６条の１３第２項各号に規定する中小企業者に該

当する法人であるかどうか及び同項に定める計画を実施している事業年度で

あるかどうかは、当該事業年度終了の時の現況によって判定するものとす

る。

１０７
―

―



改 正 後

（廃 止）

（廃 止）

（廃 止）

改 正 前

（法人と実質的に同一の者と認められるもの）

６６の１２－４ 措置法規則第２２条の１３第１項に規定する「当該法人と実質的に同

一の者と認められるもの」には、例えば、国内に支店、工場その他の営業所

を設置して事業を行っていた法第２条第４号に規定する外国法人が新たに設

立した内国法人に当該事業の全部又は一部を引き継いだ場合における当該外

国法人が含まれることに留意する。

（欠損金の繰越の順序）

６６の１２－５ 同一事業年度に次に掲げる欠損金等がある場合の当期の控除額は、

次に掲げる金額の順序に従って成るものとする。

�１ 法第５７条に規定する青色申告書を提出した事業年度において生じた欠損

金額、法第５８条に規定する棚卸資産、固定資産若しくは令第１１４条に規定

する繰延資産についての災害による損失の金額又は措置法第６６条の１３に規

定する特例欠損金額

�２ 措置法第６６条の１２第１項に規定する設備廃棄等による欠損金額又は租税

特別措置法等の一部を改正する法律（平成１３年法律第７号）による改正前

の措置法第６６条の１２第１項に規定する設備廃棄による欠損金額

（適格合併等が行われた場合の設備廃棄等に係る欠損金額の引継ぎ等）

６６の１２－６ 基本通達１２－１－２から１２－１－５までの取扱いは、措置法第６６

条の１２第４項及び第５項並びに措置法第６６条の１３第６項及び第７項の規定の

適用について準用する。

１０８
―

―



三十一 第６６条の１２欠損金の繰戻しによる還付の不適用�関係

三十二 第６７条の５特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例�関係

三十三 経過的取扱い

改 正 後

第６６条の１２欠損金の繰戻しによる還付の不適用�関係

（中小企業者であるかどうかの判定の時期）

６６の１２－１ 法人が、措置法第６６条の１２第１項各号に規定する中小企業者に該

当する法人であるかどうかは、当該事業年度終了の時の現況によって判定す

るものとする。

改 正 後

第６７条の５特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の

益金不算入等の特例�関係

（名義登録を失念した場合等の特定株式投資信託の収益の分配）

６７の５－１ 基本通達３－１－１及び３－１－２の本文の取扱いは、措置法第

６７条の５に規定する特定株式投資信託の収益の分配について準用する。

改 正 後

（経過的取扱い�１…改正前の措置法等の適用がある場合）

改正法令（所得税法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１４号）、租

税特別措置法施行令の一部を改正する政令（平成１６年政令第１０５号）及び租

税特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成１６年省令第３１号））によ

改 正 前

第６６条の１４欠損金の繰戻しによる還付の不適用�関係

（中小企業者であるかどうかの判定の時期）

６６の１４－１ 法人が、措置法第６６条の１４第１項各号に規定する中小企業者に該

当する法人であるかどうかは、当該事業年度終了の時の現況によって判定す

るものとする。

改 正 前

第６７条の６特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の

益金不算入等の特例�関係

（名義登録を失念した場合等の特定株式投資信託の収益の分配）

６７の６－１ 基本通達３－１－１及び３－１－２の本文の取扱いは、措置法第

６７条の６に規定する特定株式投資信託の収益の分配について準用する。

改 正 前

（新 設）

１０９
―

―



改 正 後

る改正前の措置法、措置法令及び措置法規則（改正法令の附則により読み替

えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。）の規定

の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の

租税特別措置法関係通達（法人税編）の取扱いの例による。

（経過的取扱い�２…中小企業者等が機械等を平成１６年４月１日前に取得等をし

た場合の特別償却）

法人が、平成１６年４月１日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年

度において、当該事業年度開始の日から平成１６年３月３１日までの期間内に取

得等をした措置法規則第２０条の２の２第１項各号に掲げる減価償却資産の取

得価額の合計額が１００万円に満たない場合は、改正法令による改正前の措置

法第４２条の６の規定の適用はないのであるが、当該事業年度において取得等

をしたものの取得価額の合計額が１２０万円以上であるときは、当該減価償却

資産のすべてについて、措置法第４２条の６の規定の適用があるものとする。

措置法規則第２０条の２の２第５項に規定するリース費用の総額が１６０万円

以上の場合も同様とする。

改 正 前

（新 設）

１１０
―

―


